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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選択されたトランザクションの一部としてのデータ操作ステートメントによって基本テ
ーブルから削除された行を識別するための、少なくとも一部はコンピュータによって実装
された方法であって、
　マーカトランザクション番号及びマーカシーケンス番号を有する削除マーカを生成する
ステップであって、前記基本テーブルは、複数の行を有し、前記各行は、行トランザクシ
ョン番号および行シーケンス番号を有し、前記行トランザクション番号は、前記各行の現
在のバージョンがコミットされたトランザクションを識別する番号であり、前記行シーケ
ンス番号は、トランザクションにおいて変更が行われたシーケンスを識別する番号であり
、前記マーカトランザクション番号は、前記基本テーブルの前記選択されたトランザクシ
ョンの前記トランザクション番号が設定され、前記マーカシーケンス番号は、前記ステー
トメントの実行の前に、前記選択されたトランザクションの一部として変更された最後の
行のシーケンス番号が設定されるステップと、
　前記ステートメントの実行の前に、前記トランザクションの一部として変更された前記
最後の行により設定された前記削除マーカで前記基本テーブル内の各行を走査するステッ
プであって、
　　前記削除マーカを用いて前記基本テーブル内の各行を走査するステップは、
　（ａ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しいか否
かを判定するステップと、
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　（ｂ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しくない
場合に、前記行を読み出すステップと、
　（ｃ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しい場合
に、
　前記行シーケンス番号が、前記マーカシーケンス番号以下であるか否かを判定するステ
ップと、
　前記マーカシーケンス番号以下である場合に、前記行を読み出すステップと、
　前記マーカシーケンス番号以下でない場合に、
　前記行の前のバージョンを取り出すステップと、
　前記ステップ（ａ）に戻り、前記行の前のバージョンに対して処理を続けるステップと
　を有するステップと、
　デルタテーブルに格納された削除のリストで前記走査の結果をフィルタリングするステ
ップであって、前記デルタテーブルには、前記ステートメントにより実施された削除のリ
ストが格納されているステップと、
　前記フィルタリングした前記基本テーブルから選択された各行のリストを削除テーブル
に投入するステップと
　を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記行の前のバージョンを取り出すステップは、バージョン記憶装置から前記行の前の
バージョンを取り出すステップを有し、前記前のバージョンは、前記バージョン記憶装置
において、前記行トランザクション番号及び前記行シーケンス番号によって識別されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　選択されたトランザクションの一部としてのデータ操作ステートメントによって基本テ
ーブルに挿入された行を識別するための、少なくとも一部はコンピュータによって実装さ
れた方法であって、
　マーカトランザクション番号及びマーカシーケンス番号を有する挿入マーカを生成する
ステップであって、前記基本テーブルは、複数の行を有し、前記各行は、行トランザクシ
ョン番号および行シーケンス番号を有し、前記行トランザクション番号は、前記各行の現
在のバージョンがコミットされたトランザクションを識別する番号であり、前記行シーケ
ンス番号は、トランザクションにおいて変更が行われたシーケンスを識別する番号であり
、前記マーカトランザクション番号は、前記基本テーブルの前記選択されたトランザクシ
ョンの前記トランザクション番号が設定され、前記マーカシーケンス番号は、前記ステー
トメントの実行の間に、前記選択されたトランザクションの一部として変更された前記最
後の行のシーケンス番号が設定されるステップと、
　前記ステートメントの実行の間に、前記トランザクションの一部として変更された最後
の行により設定された前記挿入マーカで前記基本テーブル内の各行を走査するステップで
あって、
　　前記挿入マーカを用いて前記基本テーブル内の各行を走査するステップは、
　（ａ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しいか否
かを判定するステップと、
　（ｂ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しくない
場合に、前記行を読み出すステップと、
　（ｃ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しい場合
に、
　前記行シーケンス番号が、前記マーカシーケンス番号以下であるか否かを判定するステ
ップと、
　前記マーカシーケンス番号以下である場合に、前記行を読み出すステップと、
　前記マーカシーケンス番号以下でない場合に、
　前記行の前のバージョンを取り出すステップと、



(3) JP 4806168 B2 2011.11.2

10

20

30

40

50

　前記ステップ（ａ）に戻り、前記行の前のバージョンに対して処理を続けるステップと
　を有するステップと、
　デルタテーブルに格納された挿入のリストで前記走査の結果をフィルタリングするステ
ップであって、前記デルタテーブルには、前記ステートメントにより実施された挿入のリ
ストが格納されているステップと、
　前記フィルタリングした前記基本テーブルから選択された各行のリストを挿入テーブル
に投入するステップと
　を有することを特徴とする方法。
【請求項４】
　前記行の前のバージョンを取り出すステップは、バージョン記憶装置から前記行の前の
バージョンを取り出すステップを有し、前記前のバージョンは、前記バージョン記憶装置
において、前記行トランザクション番号及び前記行シーケンス番号によって識別されるこ
とを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　選択されたトランザクションの一部としてのデータ操作ステートメントによって基本テ
ーブルから削除された行を識別する識別システムであって、
　コンピュータ実行可能命令を実行するように動作可能なプロセッサと、
　コンピュータ実行可能命令を格納したメモリとを備え、
　前記命令は、
　マーカトランザクション番号及びマーカシーケンス番号を有する削除マーカを生成する
ステップであって、前記基本テーブルは、複数の行を有し、前記各行は、行トランザクシ
ョン番号および行シーケンス番号を有し、前記行トランザクション番号は、前記各行の現
在のバージョンがコミットされたトランザクションを識別する番号であり、前記行シーケ
ンス番号は、トランザクションにおいて変更が行われたシーケンスを識別する番号であり
、前記マーカトランザクション番号は、前記基本テーブルの前記選択されたトランザクシ
ョンの前記トランザクション番号が設定され、前記マーカシーケンス番号は、前記ステー
トメントの実行の前に、前記選択されたトランザクションの一部として変更された最後の
行のシーケンス番号が設定されるステップと、
　前記ステートメントの実行の前に、前記トランザクションの一部として変更された前記
最後の行により設定された前記削除マーカで前記基本テーブル内の各行を走査するステッ
プであって、
　　前記削除マーカを用いて前記基本テーブル内の各行を走査するステップは、
　（ａ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しいか否
かを判定するステップと、
　（ｂ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しくない
場合に、前記行を読み出すステップと、
　（ｃ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しい場合
に、
　前記行シーケンス番号が、前記マーカシーケンス番号以下であるか否かを判定するステ
ップと、
　前記マーカシーケンス番号以下である場合に、前記行を読み出すステップと、
　前記マーカシーケンス番号以下でない場合に、
　前記行の前のバージョンを取り出すステップと、
　前記ステップ（ａ）に戻り、前記行の前のバージョンに対して処理を続けるステップと
　を有するステップと、
　デルタテーブルに格納された削除のリストで前記走査の結果をフィルタリングするステ
ップであって、前記デルタテーブルは、前記ステートメントにより実施された削除のリス
トが格納されているステップと、
　前記フィルタリングした前記基本テーブルから選択された各行のリストを削除テーブル
に投入するステップと
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　を有することを特徴とする識別システム。
【請求項６】
　前記行の前のバージョンは、バージョン記憶装置において、前記行トランザクション番
号及び前記行シーケンス番号によって識別されることを特徴とする請求項５に記載の識別
システム。
【請求項７】
　選択されたトランザクションの一部としてのデータ操作ステートメントによって基本テ
ーブルに挿入された行を識別する識別システムであって、
　コンピュータ実行可能命令を実行するように動作可能なプロセッサと、
　コンピュータ実行可能命令を格納したメモリとを備え、
　前記命令は、
　マーカトランザクション番号及びマーカシーケンス番号を有する挿入マーカを生成する
ステップであって、前記基本テーブルは、複数の行を有し、前記各行は、行トランザクシ
ョン番号および行シーケンス番号を有し、前記行トランザクション番号は、前記各行の現
在のバージョンがコミットされたトランザクションを識別する番号であり、前記行シーケ
ンス番号は、トランザクションにおいて変更が行われたシーケンスを識別する番号であり
、前記マーカトランザクション番号は、前記基本テーブルの前記選択されたトランザクシ
ョンの前記トランザクション番号が設定され、前記マーカシーケンス番号は、前記ステー
トメントの実行の間に、前記選択されたトランザクションの一部として変更された最後の
行のシーケンス番号が設定されるステップと、
　前記ステートメントの実行の間に、前記トランザクションの一部として変更された前記
最後の行により設定された前記挿入マーカで前記基本テーブル内の各行を走査するステッ
プであって、
　　前記挿入マーカを用いて前記基本テーブル内の各行を走査するステップは、
　（ａ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しいか否
かを判定するステップと、
　（ｂ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しくない
場合に、前記行を読み出すステップと、
　（ｃ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しい場合
に、
　前記行シーケンス番号が、前記マーカシーケンス番号以下であるか否かを判定するステ
ップと、
　前記マーカシーケンス番号以下である場合に、前記行を読み出すステップと、
　前記マーカシーケンス番号以下でない場合に、
　前記行の前のバージョンを取り出すステップと、
　前記ステップ（ａ）に戻り、前記行の前のバージョンに対して処理を続けるステップと
　を有するステップと、
　デルタテーブルに格納された挿入のリストで前記走査の結果をフィルタリングするステ
ップであって、前記デルタテーブルには、前記ステートメントにより実施された挿入のリ
ストが格納されているステップと、
　前記フィルタリングした前記基本テーブルから選択された各行のリストを挿入テーブル
に投入するステップと
　を有することを特徴とする識別システム。
【請求項８】
　前記行の前のバージョンは、バージョン記憶装置において、前記行トランザクション番
号及び前記行シーケンス番号によって識別されることを特徴とする請求項７に記載の識別
システム。
【請求項９】
　選択されたトランザクションの一部としてのデータ操作ステートメントによって基本テ
ーブルから削除された行を識別するための、コンピュータ実装可能命令を含むコンピュー



(5) JP 4806168 B2 2011.11.2

10

20

30

40

50

タ可読記録媒体であって、
　前記コンピュータ可読記録媒体は、プロセッサにより実行されたときに、以下のステッ
プを実施するコンピュータ可読命令を格納し、前記命令は、
　マーカトランザクション番号及びマーカシーケンス番号を有する削除マーカを生成する
ステップであって、前記基本テーブルは、複数の行を有し、前記各行は、行トランザクシ
ョン番号および行シーケンス番号を有し、前記行トランザクション番号は、前記各行の現
在のバージョンがコミットされたトランザクションを識別する番号であり、前記行シーケ
ンス番号は、トランザクションにおいて変更が行われたシーケンスを識別する番号であり
、前記マーカトランザクション番号は、前記基本テーブルの前記選択されたトランザクシ
ョンの前記トランザクション番号が設定され、前記マーカシーケンス番号は、前記ステー
トメントの実行の前に、前記選択されたトランザクションの一部として変更された最後の
行のシーケンス番号が設定されるステップと、
　前記ステートメントの実行の前に、前記トランザクションの一部として変更された前記
最後の行により設定された前記削除マーカで前記基本テーブル内の各行を走査するステッ
プであって、
　　前記削除マーカを用いて前記基本テーブル内の各行を走査するステップは、
　（ａ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しいか否
かを判定するステップと、
　（ｂ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しくない
場合に、前記行を読み出すステップと、
　（ｃ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しい場合
に、
　前記行シーケンス番号が、前記マーカシーケンス番号以下であるか否かを判定するステ
ップと、
　前記マーカシーケンス番号以下である場合に、前記行を読み出すステップと、
　前記マーカシーケンス番号以下でない場合に、
　前記行の前のバージョンを取り出すステップと、
　前記ステップ（ａ）に戻り、前記行の前のバージョンに対して処理を続けるステップと
　を有するステップと、
　デルタテーブルに格納された削除のリストで前記走査の結果をフィルタリングするステ
ップであって、前記デルタテーブルには、前記ステートメントにより実施された削除のリ
ストが格納されているステップと、
　前記フィルタリングした前記基本テーブルから選択された各行のリストを削除テーブル
に投入するステップと
　を含むことを特徴とするコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１０】
　前記行の前のバージョンを取り出すステップは、バージョン記憶装置から前記行の前の
バージョンを取り出すステップを有し、前記前のバージョンは、前記バージョン記憶装置
において、前記行トランザクション番号及び前記行シーケンス番号によって識別されるこ
とを特徴とする請求項９に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１１】
　選択されたトランザクションの一部としてのデータ操作ステートメントによって基本テ
ーブルから挿入された行を識別するための、コンピュータ実装可能命令を含むコンピュー
タ可読記録媒体であって、
　前記コンピュータ可読記録媒体は、プロセッサにより実行されたときに、以下のステッ
プを実施するコンピュータ可読命令を格納し、前記命令は、
　マーカトランザクション番号及びマーカシーケンス番号を有する挿入マーカを生成する
ステップであって、前記基本テーブルは、複数の行を有し、前記各行は、行トランザクシ
ョン番号および行シーケンス番号を有し、前記行トランザクション番号は、前記各行の現
在のバージョンがコミットされたトランザクションを識別する番号であり、前記行シーケ
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ンス番号は、トランザクションにおいて変更が行われたシーケンスを識別する番号であり
、前記マーカトランザクション番号は、前記基本テーブルの前記選択されたトランザクシ
ョンの前記トランザクション番号が設定され、前記マーカシーケンス番号は、前記ステー
トメントの実行の間に、前記選択されたトランザクションの一部として変更された最後の
行のシーケンス番号が設定されるステップと、
　前記ステートメントの実行の間に、前記トランザクションの一部として変更された前記
最後の行により設定された前記挿入マーカで前記基本テーブル内の各行を走査するステッ
プであって、
　　前記挿入マーカを用いて前記基本テーブル内の各行を走査するステップは、
　（ａ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しいか否
かを判定するステップと、
　（ｂ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しくない
場合に、前記行を読み出すステップと、
　（ｃ）前記行トランザクション番号が、前記マーカトランザクション番号に等しい場合
に、
　前記行シーケンス番号が、前記マーカシーケンス番号以下であるか否かを判定するステ
ップと、
　前記マーカシーケンス番号以下である場合に、前記行を読み出すステップと、
　前記マーカシーケンス番号以下でない場合に、
　前記行の前のバージョンを取り出すステップと、
　前記ステップ（ａ）に戻り、前記行の前のバージョンに対して処理を続けるステップと
　を有するステップと、
　デルタテーブルに格納された挿入のリストで前記走査の結果をフィルタリングするステ
ップであって、前記デルタテーブルには、前記ステートメントにより実施された挿入のリ
ストが格納されているステップと、
　前記フィルタリングした前記基本テーブルから選択された各行のリストを挿入テーブル
に投入するステップと
　を含むことを特徴とするコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１２】
　前記行の前のバージョンを取り出すステップは、バージョン記憶装置から前記行の前の
バージョンを取り出すステップを有し、前記前のバージョンは、前記バージョン記憶装置
において、前記行トランザクション番号及び前記行シーケンス番号によって識別されるこ
とを特徴とする請求項１１に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データベース管理の分野を対象とし、テーブルに対して行われる変更を識別
する識別方法及びそのシステムに関し、より詳細には、基本テーブルからの削除及び基本
テーブルへの挿入される行（ｒｏｗ）の識別を行なう識別方法及びそのシステム並びにこ
のような変更の格納を行なう記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　データベース管理システム（ＤＢＭＳ）では、データの現在のバージョンは、概して「
基本」テーブルに格納される。基本テーブル中の各行は、変更することができる。このよ
うな変更は、基本テーブル中の行の削除でも、挿入でも、修正でもよい。修正とは、行の
前のバージョンの削除及び行の現在のバージョンの挿入である。行が変更されると、その
変更は、１組の一時的な、メモリに常駐する「遷移（ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ）」テーブル
に格納することができる。このような１組の遷移テーブルは、概して自動的に作成され、
ＤＢＭＳによって管理される。遷移テーブルの組は、基本テーブルから削除された行を格
納する「削除」テーブルと、基本テーブルに挿入された行を格納する「挿入」テーブルと
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を含むことができる。行が修正されると、行の前のバージョンは削除テーブルに格納され
、行の現在のバージョンは挿入テーブルに格納される。
【０００３】
　遷移テーブルにより、ＤＢＭＳは、変更の影響を調べ、トリガ動作の条件を設定するこ
とが可能になる。具体的には、遷移テーブルは、テーブル間の参照整合性を拡大し、ある
特定のビューの基礎をなす基本テーブル中のデータを変更し、違いを検出し、検出した違
いに基づいて動作を起こし、また、変更の前と後でのテーブルの状態の違いを見つけ、違
いに基づいて動作を起こす。
【０００４】
　従来のＤＢＭＳでは、基本テーブル中の行が変更される前にそのような行を完全にコピ
ーすることによって、遷移テーブルに投入を行うことができる。したがって、例えば、行
が削除されると、その行の前のバージョンがコピーされ、このコピーは次いで、削除テー
ブルに格納される。行をコピーすることの欠点は、特にコピーされた行が、例えば、コー
ドや画像など大規模フィールドのバイナリラージオブジェクト（ＢＬＯＢ）データを含む
場合、このようなコピーを生成して格納するのにコストがかかることである。
【０００５】
　遷移テーブルに投入を行う他の方法は、ログファイルを走査することである。ただし、
このようなログの走査を用いることの欠点は、ＢＬＯＢデータはしばしば、ログの走査の
使用を実装するのには複雑すぎることである。さらに、ログの走査は、ディスク入出力（
ＩＯ）の使用を必要とする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、当該分野において、テーブルに対して行われる変更を効率的に識別して格
納するシステム及び方法が必要である。このようなシステム及び方法は、大量のＢＬＯＢ
データを含む行を低コストで識別し、適切な遷移テーブルに格納できるようにすることが
望ましい。このようなシステム及び方法は、ディスクＩＯを非効率に使用することなく動
作することがさらに望ましい。
【０００７】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、テーブ
ルに対して行われる変更を効率的に識別して格納するようにした識別方法及びそのシステ
ムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　したがって、本発明は、テーブルに対して行われる変更を識別して格納するシステム及
びその方法を開示する。データの現在のバージョンは、基本テーブルに格納される。基本
テーブル中の各行の前のバージョンは、バージョン記憶装置に格納される。デルタテーブ
ルが、基本テーブルに対して行われた変更の一次キーを識別し、このような変更が挿入で
あるかまたは削除であるか指定する。１組の遷移テーブルが、基本テーブルに対して行わ
れた各変更を格納する。遷移テーブルの組は、基本テーブルから削除された行を格納する
削除テーブルと、基本テーブルに挿入された行を格納する挿入テーブルとを含むことがで
きる。
【０００９】
　行が基本テーブルにコミットされると、その行には、好ましくはトランザクション（ｔ
ｒａｎｓａｃｔｉｏｎ）識別子（ＸＩＤ）及びシーケンス番号（ＳＥＱ）が割り当てられ
る。ＸＩＤは、変更が行われるトランザクションの一義的な識別子である。ＳＥＱは、好
ましくはトランザクションにおいて行われる各変更に割り当てられる、単調に増加し続け
る値である。バージョン記憶装置内にある行の前のバージョンは、基本テーブル中の行の
現在のバージョンのＸＩＤ及びＳＥＱによって識別することができる。
【００１０】
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　遷移テーブルには、トランザクションの一部としてのステートメント（ｓｔａｔｅｍｅ
ｎｔ）によって変更された行を識別することによって、投入を行うことができる。基本テ
ーブルは、削除マーカ及び挿入マーカを用いて走査される。削除マーカは、ステートメン
トを実行する前にトランザクションの一部として基本テーブルにコミットされた最終の変
更を識別し、挿入マーカは、ステートメントの実行中にトランザクションの一部として基
本テーブルにコミットされた最終の変更を識別する。削除マーカの走査の結果は、デルタ
テーブルに格納されている削除を用いてフィルタリングされ、削除テーブルには、フィル
タリングされた行が投入される。挿入走査の結果は、デルタテーブルに格納されている挿
入を用いてフィルタリングされ、挿入テーブルには、フィルタリングされた行が投入され
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の態様について説明する。
　なお、本明細書に示す説明は例示のために過ぎず、本発明の技術的範囲を限定するもの
ではない。また、明細書中、同じ構成要素については、同一の符号を付してある。
【００１２】
　＜コンピュータ環境＞
　図１は、本発明に係る識別システムの一実施形態を説明するためのブロック図で、実施
形態及び／またはその部分を組み込むことができる汎用コンピュータシステムを示すブロ
ック図である。
【００１３】
　以下の説明では、本発明及び／またはその一部を実装することができる適切な計算機環
境の簡潔かつ全体的な説明を提供することを意図している。また、クライアントワークス
テーションやサーバなどのコンピュータによって実行されるプログラムモジュールなどの
コンピュータ実行可能命令という一般的な状況において本発明を説明する。プログラムモ
ジュールは、特定のタスクを実施し、または特定の抽象データタイプを実装するルーチン
、プログラム、オブジェクト、構成要素、データ構造などを備えている。さらに、本発明
及び／またはその一部は、可搬型装置、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサ
ベースの家電製品またはプログラム可能な家電製品、ネットワークＰＣ、ミニコンピュー
タ、メインフレームコンピュータなど他のコンピュータシステム構成と共に実施できる。
本発明は、通信ネットワークを介してリンクされるリモート処理装置によって特定のタス
クが実施される分散型計算機環境でも実施することができる。分散型計算機環境では、プ
ログラムモジュールは、ローカル及びリモートメモリ記憶装置の両方に置くことができる
。
【００１４】
　図１に示すように、例示的な汎用計算機システムは、従来のパーソナルコンピュータ１
２０などを備え、このコンピュータ１２０は、処理装置１２１とシステムメモリ１２２と
システムメモリなど様々なシステム構成要素を処理装置１２１に結合するシステムバス１
２３とを備えている。システムバス１２３は、様々なバスアーキテクチャのどれをも使用
するメモリバスまたはメモリコントローラ、周辺バス、及びローカルバスなどいくつかの
タイプのバス構造のいずれでもよい。システムメモリは、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）１
２４及びランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２５を備えている。基本入出力システム１
２６（ＢＩＯＳ）は、例えば、起動中にパーソナルコンピュータ１２０内部の要素間の情
報の転送を助ける基本ルーチンを備え、ＲＯＭ１２４に格納されている。
【００１５】
　パーソナルコンピュータ１２０は、ハードディスク（図示せず）からの読出し及びそこ
への書込みを行うハードディスクドライブ１２７と、取外し可能磁気ディスク１２９から
の読出しまたはそこへの書込みを行う磁気ディスクドライブ１２８と、例えば、ＣＤ－Ｒ
ＯＭや他の光学媒体などの取外し可能光ディスク１３１からの読出しまたはそこへの書込
みを行う光ディスクドライブ１３０をさらに備えている。ハードディスクドライブ１２７
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と磁気ディスクドライブ１２８と光ディスクドライブ１３０は、それぞれハードディスク
ドライブインターフェース１３２と磁気ディスクドライブインターフェース１３３と光ド
ライブインターフェース１３４によって、システムバス１２３に接続されている。こうし
たドライブ及びそれに関連するコンピュータ読取可能な記録媒体は、コンピュータ可読命
令、データ構造、プログラムモジュール、及び他のデータの不揮発性記憶装置をパーソナ
ルコンピュータ１２０に提供する。
【００１６】
　本明細書で説明する例示的な環境では、ハードディスクと、取外し可能な磁気ディスク
１２９と、取外し可能な光ディスク１３１を使用するが、コンピュータによるアクセスが
可能なデータを格納することができる、コンピュータ可読な他のタイプの媒体も、例示的
な動作環境において使うことができる。このような他のタイプの媒体には、磁気カセット
、フラッシュメモリカード、デジタルビデオディスク、ベルヌーイカートリッジ、ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）などがある。
【００１７】
　オペレーティングシステム１３５と、１つまたは複数のアプリケーションプログラム１
３６と、他のプログラムモジュール１３７と、プログラムデータ１３８などいくつかのプ
ログラムモジュールを、ハードディスクと、磁気ディスク１２９と、光ディスク１３１と
、ＲＯＭ１２４またはＲＡＭ１２５に格納することができる。ユーザは、キーボード１４
０などの入力装置、及びマウスなどの指示装置１４２を介して、コマンド及び情報をパー
ソナルコンピュータ１２０に入力することができる。他の入力装置（図示せず）には、マ
イクロホン、ジョイスティック、ゲーム用パッド、衛星パラボラアンテナ、スキャナなど
があり得る。こうした及び他の入力装置は、しばしば、システムバスに結合されたシリア
ルポートインターフェース１４６を介して処理装置１２１に接続されるが、他のインター
フェース、例えば、並列ポート、ゲームポート、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）に
よって接続することもできる。モニタ１４７または他のタイプの表示装置も、映像アダプ
タ１４８などのインターフェースを介してシステムバス１２３に接続される。モニタ１４
７に加えて、パーソナルコンピュータは通常、他の周辺出力装置（図示せず）、例えば、
スピーカ及びプリンタを含む。図１の例示的なシステムは、ホストアダプタ１５５と小型
計算機システムインターフェース（ＳＣＳＩ）バス１５６とＳＣＳＩバス１５６に接続さ
れた外部記憶装置１６２も備えている。
【００１８】
　パーソナルコンピュータ１２０は、リモートコンピュータ１４９など１つまたは複数の
リモートコンピュータへの論理接続を使用してネットワーク接続された環境において動作
することができる。リモートコンピュータ１４９は、他のパーソナルコンピュータ、サー
バ、ルータ、ネットワークＰＣ、ピア装置または他の共通ネットワークノードでよく、通
常、パーソナルコンピュータ１２０に関連して上述した要素の多くまたはすべてを含むが
、図１にはメモリ記憶装置１５０のみを示した。図１に示した論理接続は、ローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ）１５１及びワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）１５２を含む
。このようなネットワーク環境は、会社、企業規模のコンピュータネットワーク、イント
ラネット及びインターネットにおいてよく見られる。
【００１９】
　ＬＡＮネットワーク環境において使われる場合、パーソナルコンピュータ１２０は、ネ
ットワークインターフェースまたはアダプタ１５３を介してＬＡＮ１５１に接続される。
ＷＡＮネットワーク環境において使われる場合、パーソナルコンピュータ１２０は、通常
、モデム１５４、または、例えば、インターネットなどのワイドエリアネットワーク１５
２を介した通信を確立する他の手段を備えている。モデム１５４は、内部にあっても外部
にあってもよく、シリアルポートインターフェース１４６を介してシステムバス１２３に
接続される。ネットワーク接続された環境では、パーソナルコンピュータ１２０に関連し
て図示したプログラムモジュールまたはその一部は、リモートメモリ記憶装置に格納する
ことができる。図示したネットワーク接続は例示的なものであり、コンピュータ間の通信
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【００２０】
　＜本発明の例示的なシステム及び方法＞
　データの現在のバージョンは、基本テーブルに格納される。基本テーブル中の各行の前
のバージョンは、バージョン記憶装置に格納される。デルタテーブルが、基本テーブルに
対して行われた変更の一次キーを識別し、このような変更が挿入であるかまたは削除であ
るか指定する。１組の遷移テーブルが、基本テーブルに対して行われた各変更を格納する
。遷移テーブルの組は、基本テーブルから削除された行を格納する削除テーブルと、基本
テーブルに挿入された行を格納する挿入テーブルとを備えている。
【００２１】
　図２は、本発明による例示的なデータベース管理システム（ＤＢＭＳ）を示すブロック
図である。ＤＢＭＳ２００は、基本テーブル２１０と、バージョン記憶装置２２０と、デ
ルタテーブル２３０と、削除テーブル２４０及び挿入テーブル２４２を含む１組の遷移テ
ーブル２４０，２４２とを備えている。
【００２２】
　データの現在のバージョンは、基本テーブル２１０に格納される。ただ１つの基本テー
ブル２１０を示してあるが、ＤＢＭＳ２００は、任意の数の追加の基本テーブルを備える
ことができる。基本テーブル２１０は、好ましくは、データ列、トランザクション識別子
（ＸＩＤ）列、及びシーケンス番号（ＳＥＱ）列を備えている。データ列は、実質的なデ
ータを格納する。ＸＩＤ列は、各行の現在のバージョンがコミットされたトランザクショ
ンの識別子を格納する。ＳＥＱ列は、トランザクションにおいて変更が行われたシーケン
スを識別する。ＳＥＱは、好ましくは、ＤＢＭＳ２００によって自動的に維持される、単
調に増加し続ける値である。ＤＢＭＳ２００内のすべての基本テーブルがＸＩＤ列及びＳ
ＥＱ列を含む必要があるわけではない。望ましくは、本発明による、識別された変更を格
納する基本テーブルが、このようなＸＩＤ列及びＳＥＱ列を含む必要がある。例示的な基
本テーブル２１０を、以下の表１に示す。
【００２３】
【表１】

【００２４】
　表１は、顧客に関する実質的なデータを格納するデータ列「顧客ＩＤ」及び「名前」を
備えている。行１０１～１０５は、トランザクション「３０」の一部としてコミットされ
た。行１０３は、削除された記録であるゴースト記録である。したがって、行１０３はプ
レースホルダ（ｐｌａｃｅｈｏｌｄｅｒ）として表１に残っているが、行１０３に対応す
る「名前」データはない。
【００２５】
　バージョン記憶装置２２０は、基本テーブル２１０中の行の前のバージョンを格納する
。バージョン記憶装置２２０内にある行は、それと置き換わった行のバージョンのＸＩＤ
及びＳＥＱによって指標づけされる。したがって、現在の各行のＸＩＤ値及びＳＥＱ値は
、前のバージョンへのポインタとして働く。バージョン記憶装置２２０内の行を示す例示
的なテーブルを、以下の表２に示す。
【００２６】
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【表２】

【００２７】
　表２は、各行の変更ＸＩＤ値及び変更ＳＥＱ値を識別する列「変更ＸＩＤ」及び「変更
ＳＥＱ」によって指標づけされる。例えば、表１に示す行１０１の現在のバージョンには
、ＸＩＤ３０及びＳＥＱ１が割り当てられる。現在のバージョンと置き換わった行１０１
の１つ前のバージョンは、表２において、変更ＸＩＤ３０及び変更ＳＥＱ１を有して示さ
れる。１つ前のバージョンには、ＸＩＤ２０及びＳＥＱ１が割り当てられており、したが
って、トランザクション２０の一部としてコミットされた。１つ前のバージョンと置き換
わった行１０１の２つ前のバージョンは、表２において変更ＸＩＤ２０及び変更ＳＥＱ１
を有して示される。２つ前のバージョンにはＸＩＤ１０及びＳＥＱ１が割り当てられてお
り、したがって、トランザクション１０の一部としてコミットされた。
【００２８】
　図３ａ～図３ｅは、本発明による例示的な基本テーブル及びバージョン記憶装置を示す
ブロック図で、基本テーブル２１０及びバージョン記憶装置２２０にある、行の例示的な
バージョンのブロック図である。例えば、図３ａに示すように、行１０１の現在のバージ
ョンは、基本テーブル２１０に格納されている。現在のバージョンには、ＸＩＤ３０及び
ＳＥＱ１が割り当てられ、これは、バージョン記憶装置２２０に格納されている、行の１
つ前のバージョンをポイント（ｐｏｉｎｔ）する。行の１つ前のバージョンにはＸＩＤ２
０及びＳＥＱ１が割り当てられ、これは、やはりバージョン記憶装置２２０に格納されて
いる、行の２つ前のバージョンをポイントする。
【００２９】
　また、図３ｂに示すように、行１０２の現在のバージョンは、基本テーブル２１０に格
納される。現在のバージョンには、ＸＩＤ３０及びＳＥＱ２が割り当てられ、これは、バ
ージョン記憶装置２２０に格納されている、行の１つ前のバージョンをポイントする。
【００３０】
　また、図３ｃに示すように、ゴースト記録である行１０３の現在のバージョンは、基本
テーブル２１０に格納される。ゴースト記録は、実質的なデータを含まない削除された記
録のためのプレースホルダである。ゴースト記録には、ＸＩＤ３０及びＳＥＱ３が割り当
てられ、これは、バージョン記憶装置２２０に格納されている、行の１つ前のバージョン
をポイントする。
【００３１】
　図３ｄ及び図３ｅにそれぞれ示すように、行１０４及び１０５の現在のバージョンは、
基本テーブル２１０に格納される。このような行は新しく挿入されるので、バージョン記
憶装置２２０にはこうした行の前のバージョンがない。他の実施形態では、所定の一義的
なＳＥＱ値を有する一義的なマーカを、行が新しく挿入されたことを示すのに使うことが
できる。このような一義的なマーカは、行の前のバージョンがバージョン記憶装置２２０
に格納されていないことを示す。
【００３２】
　ＤＢＭＳ２００が破損した後にバージョン記憶装置２２０が存続する必要はない。した
がって、バージョン記憶装置２２０は、ＤＢＭＳ２００の一時的なデータベースに格納す
ることができる。行の前のバージョンは、好ましくは、このような行にアクセスするクエ
リを実行することができる間のみ格納され、したがって、前のバージョンは、バージョン
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記憶装置２２０から周期的に削除される。
【００３３】
　バージョン記憶装置２２０は、例えば、ｂツリーやｂ＋ツリーなどのツリー構造に従っ
て編成することができる。ｂツリーに対するキーは、好ましくは各変更のＸＩＤ及びＳＥ
Ｑである。ｂツリーに従って編成された行は、そのＸＩＤ値及びＳＥＱ値に従って行全体
を削除することができる。例えば、ＸＩＤ及びＳＥＱの指定された範囲内のＸＩＤ及びＳ
ＥＱを有する変更は、全体を削除することができる。行は、トランザクション中の単一の
ＤＭＬステートメントに続いて、あるいは完全なトランザクションまたは一群のトランザ
クションに続いて削除することができる。
【００３４】
　あるいは、バージョン記憶装置２２０は、各行の前のバージョンを識別するための、物
理行ＩＤまたはディスクアドレスを使って編成することができる。このような行ＩＤ方式
では、好ましくはＸＩＤ及びＳＥＱの他に、各行の前のバージョンの行ＩＤが格納される
。前のバージョンは好ましくは、「ヒープ（ｈｅａｐ）」と呼ばれる１組のディスクペー
ジに格納される。新しいヒープは、指定された期間に生成することができる。例えば、ユ
ーザは、６０秒ごとに新しいヒープを生成するよう要求することができる。ヒープは、ヒ
ープに格納されているバージョンを生成したすべてのトランザクションが完了した後で削
除することができる。
【００３５】
　バージョン記憶装置２２０の編成に加え、このようなツリー構造及びヒープは、基本テ
ーブル２１０を編成するのに使うことができる。例えば、基本テーブル２１０中の行がバ
イナリラージオブジェクト（ＢＬＯＢ）データを含む場合、このようなＢＬＯＢデータは
、フラグメントに分解し、その行に対応する別個のＢＬＯＢ基本テーブルに格納すること
ができる。このようなＢＬＯＢ基本テーブルは、ＤＢＭＳ２００によって維持されるツリ
ー構造またはヒープに従って編成することができる。
【００３６】
　デルタテーブル２３０は、基本テーブル２１０中で行われる変更を識別する。例示的な
デルタテーブルは、好ましくは２つの列を有する。すなわち、基本テーブル２１０の一次
キーの列、及び対応する変更が挿入であるかまたは削除であるかを示す変更列である。
【００３７】
　デルタテーブル２３０は、好ましくは、対応するデータ操作言語（ＤＭＬ）ステートメ
ントによって行われた変更を識別する。例えば、ＤＭＬステートメントが変更｛ＸＩＤ３
０、ＳＥＱ２｝から｛ＸＩＤ３０、ＳＥＱ４｝を行った場合、対応するデルタテーブル２
３０は、好ましくは以下の表３に示すように生成される。
【００３８】
【表３】

【００３９】
　表３は、変更｛ＸＩＤ３０、ＳＥＱ２｝から｛ＸＩＤ３０、ＳＥＱ４｝の一次キーの値
を備え、対応する変更が挿入であるかまたは削除であるか示す。表３は、行１０２が修正
されたことを示し、この修正は、削除及び挿入の両方を含む。表３はまた、行１０３が削
除され、行１０４が挿入されたことを示す。
【００４０】
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　遷移テーブル２４０及び２４２は、基本テーブル２１０に対して行われた変更を格納す
る。削除テーブル２４０は、基本テーブル２１０から削除された行を格納する。上述した
例示的なＤＭＬステートメントによって削除された行を示す例示的な削除テーブル２４０
を、以下の表４に示す。
【００４１】
【表４】

【００４２】
　挿入テーブル２４２は、基本テーブル２１０に挿入された行を格納する。上述した例示
的なＤＭＬステートメントによって挿入された行を示す例示的な挿入テーブル２４２を、
以下の表５に示す。
【００４３】

【表５】

【００４４】
　遷移テーブル２４０及び２４２には、トランザクションの一部としてのステートメント
によって変更された行を識別することによって、投入が行われる。基本テーブル２１０は
、削除マーカ及び挿入マーカを用いて走査される。削除マーカは、ステートメントの実行
の前にトランザクションの一部として基本テーブル２１０にコミットされた最終の変更を
識別し、挿入マーカは、ステートメントの実行中に基本テーブル２１０にコミットされた
最終の変更を識別する。削除マーカによる走査の結果は、デルタテーブル２３０に格納さ
れている削除を用いてフィルタリングされ、削除テーブル２４０には、フィルタリングさ
れた行が投入される。挿入走査の結果は、デルタテーブル２３０に格納されている挿入を
用いてフィルタリングされ、挿入テーブル２４２には、フィルタリングされた行が投入さ
れる。
【００４５】
　図４は、変更を識別して格納する例示的な方法を説明するためのフローチャートを示す
図である。まず、ステップ４１０で、削除マーカ及び挿入マーカのＸＩＤが、トランザク
ションの識別子に設定される。例えば、上述した例示的なステートメントはトランザクシ
ョン「３０」の一部として実行されており、したがって、削除マーカ及び挿入マーカのＸ
ＩＤは３０に設定される。
【００４６】
　次に、ステップ４１２で、削除マーカのＳＥＱが、トランザクションの一部としてコミ
ットされた最終の変更のＳＥＱに設定される。例えば、例示的なステートメントの実行の
前にトランザクション「３０」の一部としてコミットされた最終の変更には、ＳＥＱ「１
」が割り当てられた。したがって、削除マーカは、｛（ＸＩＤ３０、ＳＥＱ１）｝に設定
される。
【００４７】
　次に、ステップ４１４で、ＤＢＭＳ２００は、データ操作言語（ＤＭＬ）ステートメン
トを実行する。このステートメントは、基本テーブル２１０中の行を挿入し、削除し、か
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つ／または修正するのに使うことができる。例えば、上述した例示的なステートメントは
、行１０２を修正し、行１０３を削除し、行１０４を挿入した。
【００４８】
　ステートメントがある特定の行を変更すると、その行の現在のバージョンは、バージョ
ン記憶装置２２０に格納されている、行の前のバージョンを伴って、基本テーブル２１０
に格納される。行の現在のバージョンは、基本テーブル２１０にコミットされると、行の
前のバージョンへのポインタとして働くＸＩＤ値及びＳＥＱ値を割り当てられる。各変更
に割り当てられるＸＩＤ値は、ステップ４１０で設定された、トランザクションに対する
ＸＩＤ値である。ＳＥＱ値は、トランザクションにおいて変更が行われたシーケンスを識
別する。ＳＥＱは好ましくは、ＤＢＭＳ２００によって自動的に維持される、単調に増加
し続ける値である。例えば、例示的なステートメントによって変更された第１の行、つま
り、行１０２に割り当てられたＸＩＤ値及びＳＥＱ値は、上述した表１に示した｛（ＸＩ
Ｄ３０、ＳＥＱ２）｝である。次の変更された行、つまり、行１０３には｛（ＸＩＤ３０
、ＳＥＱ３）｝が割り当てられる。次の変更された行、つまり、行１０４には｛（ＸＩＤ
３０、ＳＥＱ４）｝が割り当てられる。
【００４９】
　次に、ステップ４１６で、挿入マーカのＳＥＱが、ステートメントの実行中にトランザ
クションの一部としてコミットされた最終の変更のＳＥＱに設定される。例えば、ステー
トメントの実行中にトランザクション「３０」の一部として変更された最後の行は行１０
４であり、ＳＥＱ「４」が割り当てられた。したがって、挿入マーカは、｛（ＸＩＤ３０
、ＳＥＱ４）｝に設定される。
【００５０】
　次に、ステップ４１８で、基本テーブル２１０が、削除マーカを用いて走査される。基
本テーブル２１０を走査する例示的な方法は、図５を参照して後で詳しく説明する。この
ような走査を表１に対して削除マーカ｛（ＸＩＤ３０、ＳＥＱ１）｝を用いて実施した結
果を、以下の表６に示す。
【００５１】
【表６】

【００５２】
　次に、ステップ４２０で、削除走査の結果が、デルタテーブル２３０に格納されている
削除を用いてフィルタリングされ、ステップ４２２で、削除テーブル２４０に、フィルタ
リングされた行が投入される。例えば、表６中の行が、表３に格納されている削除を用い
てフィルタリングされると、削除テーブル２４０には、以下の表７に示すように投入が行
われる。
【００５３】
【表７】

【００５４】
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　次に、ステップ４２４で、基本テーブル２１０が、挿入マーカを用いて走査される。基
本テーブル２１０を走査する例示的な方法は、後で図５を参照して詳しく説明する。この
ような走査を表１に対して削除マーカ｛（ＸＩＤ３０、ＳＥＱ４）｝を用いて実施した結
果を、以下の表８に示す。
【００５５】
【表８】

【００５６】
　ステップ４２６で、挿入走査の結果が、デルタテーブル２３０に格納されている挿入を
用いてフィルタリングされ、ステップ４２８で、挿入テーブル２４２に、フィルタリング
された行が投入される。例えば、表８中の行が、表５に格納されている挿入を用いてフィ
ルタリングされると、挿入テーブル２４２には、以下の表９に示すように投入が行われる
。
【００５７】
【表９】

【００５８】
　したがって、図４に関連して上述した処理は、ＤＭＬステートメントによって行われた
変更を識別し、遷移テーブル２４０～２４２にこのような変更を投入する。この処理は、
挿入マーカ及び削除マーカを用いて基本テーブル２１０を走査することによって、このよ
うな変更が識別されることを可能にする。
【００５９】
　図５は、テーブルを走査する例示的な方法を説明するためのフローチャートを示す図で
ある。走査は、マーカのＳＥＱにおいてまたはその前に起こる、異なるトランザクション
の一部として行われた変更、及び同じトランザクションの一部として行われた変更を読み
出す。
【００６０】
　図５に示すように、ステップ５１０で、行のＸＩＤがマーカのＸＩＤに等しいか否かを
判定する。等しくない場合、ステップ５１６で、その行が読み出される。等しい場合、ス
テップ５１２で、その行のＳＥＱがマーカのＳＥＱ以下であるか否かを判定する。マーカ
のＳＥＱ以下である場合、ステップ５１６で、その行が読み出される。マーカのＳＥＱ以
下でない場合、ステップ５１４で、その行の前のバージョンがバージョン記憶装置２２０
から取り出され、方法はステップ５１０に戻る。
【００６１】
　図４に関連して上述したように、行は読み出された後、走査結果に追加され、デルタテ
ーブル２３０に格納されている行を用いてフィルタリングされる。削除走査によって読み
出された行がデルタテーブル２３０中にも削除として記載されている場合、その行は削除
テーブル２４０に格納される。挿入走査によって読み出された行がデルタテーブル２３０
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中にも挿入として記載されている場合、その行は挿入テーブル２４２に格納される。図４
及び図５に関連して上述したテーブルは、例えば、メモリやデータベースなど、どの記憶
装置にも格納することができる。
【００６２】
　以上、本発明を図面を参照して好ましい実施形態について説明したが、本発明から逸脱
することなく、本発明の同じ機能を実施するために、他の類似の実施形態を用いることも
、説明した実施形態に修正及び追加を行うこともできる。したがって、本発明は、どの１
つの実施形態にも限定されるべきではなく、特許請求の範囲による広さ及び技術的範囲内
で解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明に係る識別システムの一実施形態を説明するためのブロック図である。
【図２】本発明による例示的なデータベース管理システムを示すブロック図である。
【図３ａ】本発明による例示的な基本テーブル及びバージョン記憶装置を示すブロック図
（その１）である。
【図３ｂ】本発明による例示的な基本テーブル及びバージョン記憶装置を示すブロック図
（その２）である。
【図３ｃ】本発明による例示的な基本テーブル及びバージョン記憶装置を示すブロック図
（その３）である。
【図３ｄ】本発明による例示的な基本テーブル及びバージョン記憶装置を示すブロック図
（その４）である。
【図３ｅ】本発明による例示的な基本テーブル及びバージョン記憶装置を示すブロック図
（その５）である。
【図４】変更を識別して格納する例示的な方法を説明するためのフローチャートを示す図
である。
【図５】テーブルを走査する例示的な方法を説明するためのフローチャートを示す図であ
る。
【符号の説明】
【００６４】
　１２０　パーソナルコンピュータ
　１２１　処理装置
　１２２　システムメモリ
　１２３　システムバス
　１２４　読出し専用メモリ（ＲＯＭ）
　１２５　ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
　１２６　基本入出力システム（ＢＩＯＳ）
　１２７　ハードディスクドライブ
　１２８　磁気ディスクドライブ
　１２９　磁気ディスク
　１３０　光ディスクドライブ
　１３１　光ディスク
　１３２　ハードディスクドライブインターフェース
　１３３　磁気ディスクドライブインターフェース
　１３４　光ドライブインターフェース
　１３５　オペレーティングシステム
　１３６　アプリケーションプログラム
　１３７　他のプログラムモジュール
　１３８　プログラムデータ
　１４０　キーボード
　１４２　指示装置
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　１４６　シリアルポートインターフェース
　１４７　モニタ
　１４８　映像アダプタ
　１４９　リモートコンピュータ
　１５０　メモリ記憶装置
　１５１　ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
　１５２　ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）
　１５３　ネットワークインターフェース、ネットワークアダプタ
　１５４　モデム
　１５５　ホストアダプタ
　１５６　小型計算機システムインターフェース（ＳＣＳＩ）バス
　１６２　外部記憶装置
　２００　データベース管理システム（ＤＢＭＳ）
　２１０　基本テーブル
　２２０　バージョン記憶装置
　２３０　デルタテーブル
　２４０　遷移テーブル、削除テーブル
　２４２　遷移テーブル、挿入テーブル

【図１】 【図２】
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【図３ｃ】 【図３ｄ】
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【図３ｅ】 【図４】

【図５】



(20) JP 4806168 B2 2011.11.2

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  シャオ　ウェイ
            アメリカ合衆国　９８０５２　ワシントン州　レッドモンド　ノースイースト　８４　コート　１
            ４３１６
(72)発明者  ナイジェル　アール．エリス
            アメリカ合衆国　９８０５３　ワシントン州　レッドモンド　１９４　アベニュー　ノースイース
            ト　１２１２５
(72)発明者  ロジャー　エヌ．クライン
            アメリカ合衆国　９８０７２　ワシントン州　ウッディンビル　ノースイースト　１６０　ストリ
            ート　１７９０１
(72)発明者  サミート　エイチ．アガーウォル
            アメリカ合衆国　９８０５２　ワシントン州　レッドモンド　１４９　プレイス　ノースイースト
            　８１２７

    審査官  北村　学

(56)参考文献  特開平０５－０４０６８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０８３６８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１０６３６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０３２２４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０６２７５８３２（ＵＳ，Ｂ１）　　
              米国特許第０６３３９７７２（ＵＳ，Ｂ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１２／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

